
政務活動費運用指針の見直しについて 

 

●平成２９年２月２１日 第２６回議会力向上会議 

○按分の考え方について 

① 按分の基準は設けず、実態に応じて按分する。  

もしくは、 

②原則として実態に応じて按分するが按分が困難なものについては、一定の

按分を定めておく。 

 以上の２つの考え方について、今後議論を深めていく。 

 

 

○個人の依頼したポスティングについては、委託契約書をもって見積書、請

求書の提出を省くことの是非について 

  見積書と契約書の性格を踏まえ、引き続き協議していく 

 

 


